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（１）交通環境に係る現況・問題点と課題

現状の問題点 課題 現況

・現況の駅前広場が、バス、タクシー、一般車、歩

行者等の円滑な処理に対応した規模を有しておら

ず、乗降場の配置や動線の確保が不十分である。

●交通結節点としての十分な機能
（規模・施設配置・動線）が確保
された駅前広場の整備

・県道711号の御殿場線高架下や小田急線の踏切など

駅前で交通混雑が発生している。

・鉄道による南北市街地の分断や道路網の未整備に

より交通が錯綜している。

●交通の円滑化を図る周辺道路網
の拡充整備

・駅周辺における各種交通の錯綜や歩行者動線の未

整備により歩行者交通の移動に対する利便性が阻

害されている。

●歩行者の円滑な移動環境を有し
た通行空間の整備

・駅周辺の道路網や駅前広場における歩行空間が未

整備である。

●歩行者の安全な移動環境を有し
た通行空間、周辺道路網の整備

（２）市街地環境に係る現況・問題点と課題

現状の問題点 課題 現況

・商業、公共公益や駅利用者の利便を高める交流機

能、観光機能、情報発信機能等が不足している。

●近隣住民や駅利用者の利便性を
高める各種サービス機能の強化

・空地や空家・空テナントが散見されるなど、商業

地域としてのポテンシャルが未活用である。

●地域経済の活性化に配慮した土
地の高度・有効利用の推進

・既成市街地で建物が密集し、広場等公的なオープ

ンスペースが不足している。

・駅舎や駅前広場・道路等の公的な空間において、

バリアフリー化等の未対応箇所が存在する。

●来訪者に優しい快適環境の創出

・松田町や足柄上地域の玄関口として特徴づける良

好な街並み景観を有しておらず、また、個性に乏

しく、魅力がない。

●個性的で魅力ある“らしさ”の
創出

１．当地域の現状と課題
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【当地域の現況・問題点の整理】

・松田町は、古くから足柄上地区の中心地としての役割を担っていますが、他の

地方と同様、少子高齢化による人口の減少、人口・利用者の減少や中心市街地

の商業施設等の老朽化などによる商業の衰退の問題を抱えています。

・町全体に対する新松田駅周辺が占める面積の割合は小さいですが、足柄上地区

の交通の要衝としての結節点であるともに、町及び富士山に向かう神奈川県内

の玄関口でもあり、町民生活の中心的な役割を担っています。

・北口駅前広場の面積が不十分なため、バスの乗降、往来に支障をきたしており、

歩行者の安全性、快適性に大きな課題があります。平時の朝夕における駅利用

者の送り迎えの一般車両の駐停車により、一層の交通環境の悪化を招いていま

す。

・特に雨天時においては、傘をさす歩行者や自転車、送り迎えの一般車両の増加

とあいまってバス、タクシーが行き来し、更に危険な状況となります。

・現況の土地利用は、駅前広場に面し耐用年数の経過した小規模な店舗等がまと

まっていますが、空き店舗もみられる状況です。

・土地利用は、戸建て住宅、店舗、駐車場、空き地等が混在しており、駅前環境

に相応しい土地利用がなされているとはいえない状況です。
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２．町民の期待の声：町の総合計画策定時の町民アンケート

調査結果の概要

町の総合計画策定にあたって、まちづくりに対する町民の声を聞き計画に反映していくため、平成
30年に「松田町総合計画のためのまちづくり町民アンケート調査」を実施しました。その結果は以
下の通りです。

１．町⺠アンケート実施概要
平成30 年3 月〜5 月に16 歳以上の町民から抽出された3,000 人を対象に、松田町の定住に関

する考え、まちづくり、将来像などについてアンケート調査を行いました。
＊有効回収票 878 票、回収率 29.3％、調査時点の松田町の人口は「11,248」人に対し、回答
の信頼度95％を得るために必要なサンプル数は「372」ですので、その約２.４倍の回答を取得
しました。

２．まちの住みよさについて
7 割近い人が松田町は住みよいと答え、自然の豊かさや交通の便のよさを理由として挙げていま

す。特に松田惣領・松田庶子地区では交通の便のよさが多く、寄地区では自然の豊かさが多くなっ
ています。
一方で、住みにくいと答えた人からは、日常生活の買い物やスーパーマーケットなどの大型店が

ないからという割合が7割から8割を占めています。

３．将来のまちづくり
今後の人口規模については半数が増加すべきと答え、そのためには買い物の利便性向上や働く場

所の確保が効果的としています。
30 代で住みにくいと感じる理由では⼦育て支援や教育環境への要望もみられることから、この

世代からは人口増加策として幼稚園や保育所の充実も有効との意見がみられます。



【町民アンケート調査結果の概要】
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３．町・県の計画・上位計画における当地区のまちづくり方針
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（１）県の都市計画マスタープランでの考え方（平成28年11月）

・交通拠点としての機能向上を図るとともに、商業業務機能の集積を

図り、機能性豊かな活力ある交流ふれあいのまちを形成します。

・建物の更新、共同化等にあわせて道路や広場等のオープンスペース

の一体的整備に配慮しつつ、土地の高度利用を図ります。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（平成28年11月）

おおむね１０年以内に実施することを予定している主要な事業

→市街地再開発事業（松田駅・新松田駅周辺地区）



（２）松田町都市計画マスタープラン（平成29年3月）

駅前環境整備の基本方針

鉄道駅周辺の魅力づくりに向けた一体的な環境整備

・公共交通の活用に向けたハブ拠点機能の向上

・周辺都市を含む公共交通の利用促進に伴うまちの活性化

・駅前環境の一体的整備による賑わい拠点の創出

・魅力創出による都市のブランド力向上と定住促進

6

・駅周辺地区は、駅前広場・道路等の基盤整備事業や都市計画制度等の導入を

総合的に推進します。

・交通結節点としての立地特性を活かした広域的な玄関口としての機能を高め、

町の中心市街地として都市機能の向上と魅力の創出に取組みます。

（３）松田町総合計画での考え方（平成31年3月）
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・居住誘導区域・・・・・鉄道駅を中心に人口密度が高い区域を設定。

・都市機能誘導区域・・・鉄道駅を核として商業・医療・行政・教育文化・介

護福祉等の良好な日常生活を営むために必要な施設

が設置されている区域として設定。

（５）松田町立地適正化計画（令和2年3月）

・新松田駅の駅前広場に面する街区において

は、交流・活力の拠点として機能する魅

力・賑わいの創出が求められます。

・そのため、街なかの活力を創出する都市居

住の場としての「居住機能」、「公共公益

サービス機能」などの多様な都市的サービ

ス機能の導入を目指し、実現化を進めます。

（４）新松田駅周辺整備基本構想・基本計画（平成31年3月）



■駅前広場の新旧比較

〔 現 況 〕

〔 計画案 〕
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４．駅前広場の検討案

新松田駅
(改札口)

JR 松田駅
(改札口)

タクシー
乗降場

バス停バス停



当地域における現状と課題、及び上位計画等を踏まえ、整備手法については、「道路事業」、「土地区画整理

事業」、「市街地再開発事業」の３つの手法が考えられます。

５．当地域における整備手法の検討

整備手法 イメージ図 当地区への適用性

・町が駅前広場部分や道路

部分の用地買収を行い、

道路の拡幅整備を行いま

す。

・郊外の道路の拡幅につい

ては適していますが、当

地域のような市街地での

道路事業は、一部の地権

者さんの協議に時間を要

する場合、一部の整備が

進まないため、全区間に

影響を及ぼします。

・また、道路だけの事業な

ので、市街地におけるま

ちづくりに対する貢献は

高くありません。

（1）道路事業
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※新松田駅南口の整備は

この道路事業によるもの

です。



整備手法 イメージ図 当地区への適用性

・土地区画整理法に基づき

地権者さんの土地を減歩

しその減歩した用地を駅

前広場部分や道路部分の

用地にあてます。

・地権者さんは土地区画整

理後の用地に換地され建

物を建設する場合は自己

で行います。

・郊外のより大きな区域で

市街化していない地域の

施行には適していますが、

当地域のような市街地で

の土地区画整理事業は、

土地の減歩が困難です。

・また、土地の整理だけの

事業なので、市街地にお

けるまちづくりに対する

貢献は高くありません。

（２）土地区画整理事業
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(例)
松田町下原土地区画整理
事業（平成８年度竣工）

開成町「駅前通り線周辺
地区土地区画整理事業」
（施行中）



整備手法 イメージ図 当地区への適用性

・都市再開発法に基づき地

権者さんの土地・建物の

評価分を新たに建設する

再開発ビルに権利変換し

ます。

・駅前広場部分や道路部分

は当該事業によって創出

します。

・駅前広場や道路と一緒に

町民が必要とする商業施

設や公益施設等の用途を

もった再開発ビルを整備

しますので、まちづくり

の効果は非常に高いです。

・地権者さんは多数となり

ますので、事業の段階ご

とに合意形成を図って事

業を進めていきます。

（３）市街地再開発事業
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上記（1）～（3）を比較し検討した結果、新松田駅周辺整備基本構想・
基本計画策定に向けた議論と検討の中で、事業手法を市街地再開発事業と

する方向性が示されました。



（1）市街地再開発事業の目的

市街地再開発事業は、都市環境の更新、活性化等を目的として、共同建築物の再開発ビル

と駅前広場等の公共施設の整備を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境を創造しよ

うとするものです。

主な目的

① 市街地環境の再生と駅前広場等の整

備を一体的に整備

② 既成市街地内に良好な住宅を供給

③ 商店街の更新、活性化

④ 行政の公益施設の整備

都市再開発法第１条（目的）

この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市

における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の

福祉に寄与することを目的とする。

６．市街地再開発事業の概要について
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【
都
市
計
画
案
の
検
討
】

・
事
業
協
力
者
と
共
に
都
市
計
画
案
の
検
討
を
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、
個
別
の
地
権
者
さ
ん
の
モ
デ
ル
権
利
変
換

の
作
成
、
個
別
説
明
を
行
い
合
意
形
成
活
動
を
行
い
ま

し
た
。

・
理
事
会
21
回
、
全
体
説
明
会
4
回
開
催
し
、
準
備
組
合

員
間
で
活
発
な
意
見
交
換
、
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

（２）市街地再開発事業の段階毎の認可等手続について

準
備
組
合
設
立

Ａ

工
事
完
了
公
告

Ｇ

本
組
合
設
立
認
可

Ｄ

現

段

階

Ｂ

都
市
計
画
決
定

Ｃ
権
利
変
換
計
画
認
可

Ｅ

工

事

着

工

Ｆ

町による

都市計画
決定手続

基本計画段階

県による

事業計画の
認可手続

基本設計

県による

権利変換
計画の

認可手続

実施設計
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【
準
備
組
合
設
立
以
前
の
活
動
】

・
地
区
内
の
地
権
者
に
呼
び
か
け
を
行
い
、
「
地
権
者

検
討
会
」
を
設
立
し
市
街
地
再
開
発
事
業
の
勉
強
会

を
合
計
5
回
行
い
ま
し
た
。

【
準
備
組
合
設
立
と
事
業
協
力
者
の
導
入
活
動
】

・
令
和
5
年
5
月
に
準
備
組
合
を
設
立
し
再
開
発
計
画

の
検
討
を
始
め
ま
し
た
。
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

事
業
実
現
性
の
裏
付
け
が
必
要
な
た
め
、
事
業
協
力

者
の
選
定
活
動
を
主
な
内
容
と
し
て
行
い
ま
し
た
。

・
こ
の
間
、
理
事
会
14
回
、
全
体
説
明
会
で
の
検
討
、

協
議
を
経
て
、
事
業
協
力
者
と
し
て
株
式
会
社
マ
リ

モ
を
選
定
し
ま
し
た
。

（
設
立
当
時
、
地
権
者
40
名
中
準
備
組
合
員
32
名
）

令和６年度令和５年度令和４年度

【
ま
ち
づ
く
り
ニ
ュ
ー
ス
の
配
付
】

・
経
過
報
告
に
つ
い
て
は
、
適
宜
地

区
内
地
権
者
さ
ん
に
「
ま
ち
づ
く

り
ニ
ュ
ー
ス
」
を
配
付
し
情
報
の

共
有
を
行
い
ま
し
た
。

・基本設計

・土地評価

・建物・補償の算定

・資金計画作成

・実施設計

・権利変換計画の作成



（３）市街地再開発本組合の設立の要件

法第１１条（組合の設立認可）

第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する

者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところ

により、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。

法第１４条（宅地の所有者及び借地権者の同意）

第11条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、組合の設立

について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及

びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上

の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区

域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内

の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
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・組合は、組合員から構成されますが、組織の一例をあげると以下のとおりです。

総 会

理 事 会

理 事 長

理 事

監 事

事 務 局

【市街地再開発組合の組織の一例】

部 会

（必要に応じて、理事会で検討を行う検討事項を、
「設計部会」や「土地評価部会」など組合員の中
から部員を定めて理事会の下部組織として部会を
設置することがあります。）

組 合

松田町 参加組合員

専門業者

負担金の請求
支援

補助金

数名

１名

数名

事務局長
事務局員

全組合員の
意見決定の会議

計画への参加

業務委託

業務の実施

・事業で完成する再開発ビ
ルの一部（分譲マンショ
ン等）を取得することを
目的に事業に参加し、事
業資金の前払い（負担
金）や技術支援等の事業
を支援する企業です。

・組合から業務委託を受け
て、各種調査、設計、計
画作成や地権者組織の事
務局支援業務を行います。

負担金の支払い

組合運営の
決定機関

参加組合員

専門業者

地権者

事務局

町

【初期段階の計画作成等支援】

＜ 行 政 ＞

＜民間企業＞

・組合設立までの事業の初期
段階においては、まちづく
りに関する計画作成及び地
権者の組織や準備組合に対
する支援等を行います。

【事業への技術的支援】

・組合設立後は、当事業が都
市計画事業として行われる
ことから、組合に対し、助
言、技術的支援等を行い円
滑に事業が進むよう支援し
ます。

【補助金の交付】

・都市計画決定後は、本組合
からの補助金申請に対し、
補助金を交付します。

（４）本組合の組織と運営について
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事業協力者について

・事業協力者とは、準備組合段階から事業に参加し事業に協力を行う民間事業者のことをい
います。事業協力者は、組合段階となると、通常「参加組合員」として事業に参加します。

・事業協力者が準備組合段階から事業に参加することにより、設計や資金計画の検討協力を
得、保留床処分金の調達の目安を立て、また組合設立までにかかる事業費の立替えなどの
事業協力によって、事業を進めていくことができます。

・「新松田駅北口地区市街地再開発準備組合」は、株式会社マリモを事業協力者としており、
一体となって事業の検討を行っています。

〔当地区で期待される事業協力の内容〕

ア 再開発事業の計画立案等への協力

イ 事業推進費用の立替え協力

ウ 事務局運営への協力

エ 保留床処分への協力

オ テナント確保のための斡旋協力

カ 地区外転出者が必要とする場合の代替資産の斡旋等につ

いての協力

キ 仮住居、仮店舗の斡旋等についての協力

ク その他事業推進上発生する諸問題解決についての協力

事業協力者

地権者

資力・信用
技術力
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（５）市街地再開発事業と都市計画

市街地再開発事業は、街路事業や土地区画整理事業等と同様、都市計画事業として実施さ

れます。

事業の内容について公共施設の整備、建築敷地の整備、建物の形状・規模・用途等につい

て都市計画で決定され、事業に関する内容を定めることによって、行政のまちづくりの方針

に合致する事業の公共性を担保します。

市街地再開発事業は、地域だけでなく国や県にとっても大変公共性の高い事業であること

から、事業の施行者に対し一定の補助金や技術的指導を行い、事業の成立性を高める措置を

講じています。
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ア 市街地再開発事業の内容

a 事業の名称、種類、施行区域の面積

（都市計画法第12条、同法施行令第7条）

b 公共施設（駅前広場、道路、デッキ）の配置及び規模（都市再開発法第4条）

c 建築物及び建築敷地の整備に関する計画（都市再開発法第4条）

d 住宅建設の目標（都市再開発法第5条）

イ 地区計画の内容（都市計画法第12条の4及び5）

a 地区計画の種類、名称、位置及び区域

b 地区整備計画

・地区施設（駅前広場、区画道路）の配置及び規模

・建築物の容積率の最高限度又は最低限度

・建築物の建蔽率の最高限度

・建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度

・建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度

・壁面の位置の制限

・その他必要な事項

市街地再開発事業の都市計画決定にて定める事項について
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・再開発事業の事業費は、「保留床処分金」、「補助金」、「公共施設管理者負担金」の３つの収入金で調達
します。

・したがって、事業に要した事業費が、この３項目の収入金で賄うことができるかが、事業の成立性にとって
最も重要な要素となります。

・なお、地権者さんの希望により、従前資産で権利変換を受ける部分以上の床を、自己でお金を負担して再開
発ビルの床を取得する場合もあります。これを「増床」といいます。

２）再開発補助金

・再開発事業の事業費のうち、補助要綱に定められた
一定の項目が補助対象となり、補助対象の3分の2
が補助金（国、県、町より補助）となります。補助
金は、組合から町へ申請して交付されます。

3）公共施設管理者負担金

・駅前広場や道路の整備に係る費用を「公共施設管理
者負担金」といい、国と町で負担します。公共施設
管理者負担金は、組合から町へ申請して交付されま
す。

１）保留床処分金

・参加組合員に売却する床の価額に相当する金額とな
ります。予め各年度の事業に要する費用を前払金と
して組合に支払うことで、組合が借入金の負担を小
さくして事業を行うメリットがあります。

【 事 業 費 】 【 収 入 金 】

調査設計計画費

土地整備費
（解体費・補償費）

工事費

借入金利子

事務費

２）再開発補助金

3）公共施設管理者
負担金

１）保留床処分金事業費と同額を
調達する

（６）市街地再開発事業の収入金について
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（７）地権者さんの権利について【権利変換】

地権者さんの権利に関する事項は、都市再開発法で定められた「権利変換」という

手法で行われます。

これは従前の地権者さんの資産評価（土地や建物の評価）を、再開発ビルの床に見

合う資産に権利を取得する、というものです。
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建物 200㎡ 建物評価額

土地評価額

合 計

「従前資産額」

従 前 資 産 の 評 価

一部を再開発ビルの床に取得、
残りを金銭として受け取る

全部を再開発ビルの床に取得

再開発事業の中で地権者さんの権利はどのように変換するのか

〔地権者さんの権利の移行：権利変換の考え方〕

・各地権者さんの権利は、現在ある土地と建物の評価額として「金額として評価」します。

これを「従前資産額」と呼びます。

この従前資産額と「同額の評価」を再開発ビルの中の「同額の評価」

（例えば、住宅床○○㎡）を取得します。

・この仕組みを、従前資産額を等価で再開発ビルに置き換えることから「権利変換」と呼びま

す。

・また、再開発ビルに権利変換を望まない地権者さんは、従前資産を金銭で受け取ることがで

きます。従前資産のうち、一部を再開発ビルに権利変換、一部を金銭で受け取ることもでき

ます。

土地 200㎡

再 開 発 後 の 選 択

全部を金銭として受け取る

選択
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・地権者さんの取得する「権利床」を再開発ビルの何の用途に取得するかは、地権者さん

の選択によります。「従前資産」の範囲で、例えば住宅床と商業床を半分づつ取得する

ことなどの選択もできます。

地権者さん

再開発ビルの取得の選択

商 業 床

業 務 床

サービス等

住 宅 床

施 設 床

自己使用

賃 貸

「従前資産」に応
じた再開発ビルの
権利の一部を取得
します。

利用方法の選択
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・地権者さんは、再開発ビルの床を取得（＝権利変換）するほかに、地区外への転出を希望する事もできます。

・市街地再開発事業の実施に伴い組合から支払われる補償費は、次のとおり２つに区分され、権利変換か転出かのど

ちらを希望するかにより、対象となる補償が異なります。

ア 通損補償

権利変換計画の認可後、再開発ビルの工事に伴い自分の土地や建物を明渡す際に、移転先への引越し費用や

仮住居の費用、工事期間中の賃貸収入の減少分等の、「通常生じる損失」に対して補償費が支払われます。

イ 転出補償

地区外に転出する場合に、従前資産（土地・建物）を組合に帰属する対価として、その評価額が補償費とし

て支払われます。

地権者さん

再開発ビルに権利変換
する権利者

地区外に転出する権利者

転出補償

通常損失補償

・従前資産（土地・建物）
に代えて支払われる補償。

・再開発ビルの工事に伴
い土地や建物を明渡す際
に支払われる補償。

・再開発ビルの工事に伴
い土地や建物を明渡す際
に支払われる補償。

＋

通常損失補償

選択

（８）地権者さんの補償について
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通損補償について

・通損補償は、施行地区内の関係権利者（土地・建物所有者の他に借家人など土地・建物に権利を有
する者を含みます）が、工事に伴い土地や建物等を移転、通常生ずる損失に対して補償します。

補償項目
・補償基準で以下のような補償の対象となる項目を定めます。

①工作物補償

②立竹木補償

③動産移転補償

④移転雑費補償

⑤仮住居補償

⑥仮店舗補償

⑦営業休止補償

⑧家賃減収補償

⑨借家人補償

⑩その他補償

補償評価の方法
・建物調査等をもとに、基準を定めて補償費を算定します。

補償金の支払い方法
・権利者毎の個別払いを原則とします。補償は金銭をもって行います。

補償金の支払い時期
・組合が定める土地の明渡しの期限（権利変換期日後、一定期間経過した日）までに支払います。

建物や対象物を有する地権者が対象となります

地区内で居住又は営業をしている地権者が対象となります

借家人が対象となります

仮 住 居

動産移転

営業休止

仮 店 舗

借 家 人
工 作 物
庭木など その他の補償

移転雑費

地代家賃減収
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再開発ビルに権利変換
する地権者

〔市街地再開発事業における従前資産に対応する部分の税金の特例〕

・一般的に不動産を譲渡した場合には、個人の場合には所得税等が、法人の場合に

は法人税が課税されます。

・市街地再開発事業においても、権利変換を受けた場合や権利変換を希望せず転出

補償金の支払を受けた場合も「不動産の譲渡」に該当しますが、事業の円滑な推

進を税制面からもバックアップするため、各種特例が設けられています。

地 権 者 さ ん 選 択

地区外に転出する地権者

〔従前資産を権利変換した場合〕

課税されません

地区外への転出の条件が一定の場合に該

当する場合は、特例がありますが、該当

しない場合は、一般の税制が適用されま

す。

〔従前資産を金銭で受け取った場合〕

＊不動産取得税、登記免許税も課税
されません。

（９）市街地再開発事業の税金について
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・再開発ビルの所有者は、各専有部分の所有者（これを「区分所有者」と呼びます）がなります。

・そして、再開発ビルの管理運営を行う主体は、区分所有者の集まりである「管理組合」が行います。管理

組合は、住宅と店舗などのように利用目的が違うと、管理方法も異なるので、施設の用途毎に構成される

ことが多いです。

・実際の管理は、区分所有建物を専門に管理を行う「管理会社」に管理組合が管理業務を委託して行われま

す。どこの管理会社に委託するかは、再開発組合が選定作業を行い、区分所有者の集会で決定します。

店舗 0 1 店舗 0 2 店舗 0 3 店舗 0 4

店舗 0 5 店舗 0 6 店舗 0 7 店舗 0 8

住宅
01

住宅
02

住宅
03

住宅
04

住宅
05

住宅
06

住宅
07

住宅
08

住宅
09

住宅
10

住宅
11

住宅
12

住宅
13

住宅
14

住宅
15

住宅
16

住宅
17

住宅
18

住宅
19

住宅
20

土 地

再 開 発 ビ ル 所 有 者

住宅01室から住

宅20室までの

20名が住宅の所

有者（区分所有

者）となります。

店舗01室から店

舗08室までの8

名が店舗の所有

者（区分所有

者）となります。

管 理 者

住 宅
管理組合

住宅の区分所有

者から構成され

ます。

商 業
管理組合

店舗の区分所有

者から構成され

ます。

実際の管理

管理会社に委託

します。

管理会社に委託

します。

（1０）完成後の再開発ビルの所有と管理運営体制について
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６．当地域におけるまちづくりの経緯

● 平成26年（2014年）3月：新松田駅北口周辺整備検討調査を実施

● 平成31年（2019年）3月：新松田駅周辺整備基本構想・基本計画策定

＊地元自治会、交通事業者、警察等関係団体による

「新松田駅周辺地域まちづくり協議会」を設置し検討を実施

● 令和 2年（2020年）：地権者勉強会や事業への参画へ向けての民間事業者へのヒアリングを実施

～令和 3年（2021年）

● 令和 4年（2022年）3月：新松田駅周辺地域の整備における地権者説明会開催

● 令和 4年（2022年）6月：地権者による「新松田駅周辺地域地権者検討会」を設立

● 令和 4年（2022年）10月：町民を対象としたワークショップを開催

令和 5年（2023年）3月 ＊駅前広場に求める機能、施設、配置等についての意見の出し合い、取りまとめ

を行いました。

● 令和 5年（2023年）1月～2月

：市街地再開発事業に係る地権者個別意向調査を実施

＊対象者38名中30名（78％）より、「市街地再開発準備組合を設立し、より具体

的な検討を進めて欲しい」との結果を得ました。

● 令和 5年（2023年）2月 ：第5回地権者検討会にて「市街地再開発準備組合」の設立の準備を行うことを確認

しました。【現在の準備組合員の加入数：地権者数37名中31名参加】

● 令和 5年（2023年）5月 ：「新松田駅北口地区市街地再開発準備組合」設立：理事長 北村 浩

● 令和 6年（2024年）3月 ：事業協力者として㈱マリモを決定しました。

● 令和 6年（2024年）4月～：事業協力者の決定後、事業の都市計画決定へ向けて、駅前広場、再開発ビル等事

業計画と施行区域の検討を行うと共に、説明会や個別の地権者協議を行いました。

● 令和 7年（2025年）6月～：6月15日の通常総会で施行区域の範囲を定めて、松田町へ都市計画決定の手続き

を進めることについて要望を行うことを承認しました。

＊地区内の地権者数37名中、都市計画決定の手続きを進めることについて約80％

の方から理解を得ました。

７．当地域におけるまちづくりの経緯
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総事業費 約126.7億円

② 駅前広場整備費 約30.1億円 ① 集約施設整備費約 86.9億円③ 橋上駅舎(橋上改札)整備費 約１.９億円

保留床・権利床
ビル整備費等
約54.4億円

国約50％

国負担額

約16.3億円
県負担額
約6.2億円

町負担額
約10.0億円

町負担額 計

約30.85億円

地方約50％

町約30％

国 ５０％ 町 ５０％

国負担額
約15.05億円

町負担額
約15.05億円

町負担額
約１.９億円

約30.85億円の内訳

一般財源
積立基金からの繰入
起債

計

県約20％

再開発事業補助金
約32.5億円

※現時点の試算のため、
変更が生じます。

松田町の今回計画変更に伴う事業費案

町 １００％

④ 公益施設整備費 約７.８億円

国 ５０％ 町 ５０％

国負担額
約３.９億円

町負担額
約３.９億円 ①＋②＝

③＋④＝

計

117.00億円
9.70億円

126.70億円

0.00億円
10.07億円
20.78億円
30.85億円 28

8．新松田駅周辺整備事業の費用について



９．都市計画決定について

（１）当地域の計画の目標案

本地区は、松田町都市計画マスタープランにおいて、町の拠点として賑わいの創出と交通利便性の向上に
向けて、鉄道駅前環境を一体的に整備することで、駅前広場やアクセス道路の整備、生活利便施設等の適切
配置を進め、快適で利便性の高い鉄道駅前空間の形成を図ることとしている。
このことから、新松田駅北口地区第一種市街地再開発事業による基盤整備や南北を結ぶ自由通路の整備と

併せて商業・業務・公益・居住等の都市機能を集積し、駅前にふさわしい安全安心で回遊性を備えた複合市
街地の形成を図る。

（２）都市計画決定について

項 目 内 容 都市計画で定める事項

市街地再開発
事業

市街地再開発事業は町が決定するもので、再開発
ビルや駅前広場、道路等の適正な形態等を定め良好
な市街地環境を整備しようとするものです。

①事業の名称、範囲、面積
②公共施設の配置及び規模

③建築物の整備の延べ面積、主要用途等

④建築敷地の整備の計画

⑤住宅建設の目標

地区計画
又は

高度利用地区

市街地再開発事業を実施する区域については、
「地区計画」又は「高度利用地区」等の区域内であ
る必要があります。
どちらも町が都市計画決定するもので、再開発ビ

ルや駅前広場、道路等の適正な形態等を定めて、良
好な市街地環境を整備しようとするものです。

[地区計画]

①地区計画の名称、位置、面積

②地区計画の目標

③土地利用の方針

④地区施設（道路、広場、デッキ等）の整備の方針、配置、規模

⑤建築物等の整備の方針、用途の制限、壁面の位置の制限等

[高度利用地区]

①建築物の容積率の最高限度及び最低限度

②建ぺい率の最高限度

③建築面積の最低限度

④壁面の位置の制限を定める地区

９．都市計画決定について
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１０．都市計画決定の内容と都市計画決定後の制限等について

■都市計画決定の内容について
市街地再開事業を行う場合、以下の内容を松田町で都市計画決定します。

・市街地再開発事業の種類、事業名称、施行区域、施行区域の面積

・公共施設の配置及び規模（駅前広場、道路、ペデストリアンデッキ等）

・建築物及び建築敷地の整備に関する計画（再開発ビルの規模、用途、容積率等)

・住宅建設の目標（住宅の戸数、平均住戸面積等）

・地区計画（地区の目標、整備の方針・計画、建築物の制限等）

・用途地域の変更（地区内の近隣商業地域、第１種住居地域を商業地域に）

＊なお、現在検討している再開発ビルの図面は、参考図であり、都市計画決定の内容ではありません。

■都市計画決定後の制限等について

市街地再開発事業の都市計画決定がされると、都市計画法に基づき地区内の建物の建築や、土地の売買について
以下の様な制限がかかります。また、都市計画決定されるとその解除は原則認められません。

（１）建物の建築について（都市計画法第５３条）

地区内で以下のいずれかに該当する建物は、新たに建築することができません。
・３階以上の建物

・地下のある建物

・構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物

ただし以下に該当する建物を建設する場合は、知事の許可をもらって建設することができます。
・２階以下で、かつ地下がなく、構造が木造、鉄骨造等で容易に移転、除却できる建物

（２）土地の譲渡等について

地区内の土地を有償で譲渡する場合は、知事へ届出が必要となります。
この場合、事業を円滑に進めるため、その土地を松田町が先買いすることができます。

１０．都市計画決定の内容と都市計画決定後の制限等について
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